
議第１号議案  

市長の専決処分事項の指定の一部改正について  

市長の専決処分事項の指定について（平成１６年議決第３２号）の一

部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改

正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）につい

ては、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改  正  後  改  正  前  

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１８０条第１項の規定により、

市長の専決処分事項として、次のとお

り指定する。  

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１８０条第１項の規定により、

市長の専決処分事項として、次のとお

り指定する。  

１  （略）  

２  議会の議決を経た工事又は製造

の請負契約について、当初契約金額

を １００ 分の３ 以内 におい て変更

すること（変更額又は変更額の累計

額 が４５ ０万円 を超 える変 更を除

く。）及び工事又は納期を１か月以

内において延長すること。  

３  （略）  

４  （略）  

１  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

２  （略）  

３  （略）  

５  １件１０万円未満の損害賠償責

任の免除に係る地方自治法第２４３

条 の２の ２第８ 項 の 同意に 関する

こと。  

４  １件１０万円未満の損害賠償責

任の免除に係る地方自治法第２４３

条の２第８項の同意に関すること。 

  

附  則  

この改正は、令和２年４月１日から施行する。  

令和２年３月１９日提出  
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